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四日市港長期構想検討委員会（第３回物流・まちづくり部会） 議事概要 

平成２０年１１月１０日 

 

 

【事務局】  それでは、定刻になりましたので、ただいまより第３回四日市港長期構想

検討委員会物流・まちづくり部会を開会いたします。 

 委員の皆様方には、大変お忙しい中をご臨席賜りましてまことにありがとうございます。

私、本日の司会を務めさせていただきます社団法人日本港湾協会の海野と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、本日配付させていただいております資料についてご確認をお願いいたします。

議事次第、名簿、配席表、そして、資料１といたしまして「四日市港長期構想（第二次

案）」、資料２といたしまして「港湾計画の方向性」、そして、参考資料といたしまして、

Ａ３の横長の紙でございますが、「資料検討の経緯と今後の予定」という１枚紙、そして、

参考資料の２といたしまして「長期構想（第二次案）部会資料の作成にあたって」という

のと、これの附属資料といたしまして「整理番号１」と書いたＡ４の縦でとめてございま

す資料でございます。以上でございますが、不足等、ありませんでしょうか。 

 では、ここで、四日市港管理組合の小林部長様よりごあいさつをいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  どうも、四日市港管理組合の小林でございます。本日はどうも、お忙しい

ところお集まりいただきましてありがとうございます。 

 皆様方の部会、これで３回目になるんですが、２回の部会を経まして、長期構想の第一

次案というのをまとめさせていただきました。そのときの検討委員会のところでは、夢が

ないのではないかというような話とか、それから、四日市港の特色をもっと出したほうが

いいというようなご意見をいただきました。それから、８月から９月にかけましてパブリ

ックコメントを募集いたしまして、１６人の方々からご意見いただきまして、項目は６３

項目にわたってたくさんのご意見をいただきました。今回、事務局としてはできるだけそ

のパブリックコメントのご意見等も反映させながら案をつくり上げたところでございます

が、まだまだというところもございますので、本日、第二次案に向けてご議論のほう、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それから、最近の傾向でございますが、あまり明るい話はございませんでして、例のサ
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ブプライムローンに端を発した世界的な経済的な動向というのは四日市港にも影響を及ぼ

しておりまして、入港船舶数、それから貨物の取扱数、それにコンテナの扱い数も少し減

りぎみにあるという形でございます。今年はあと２カ月ほどになっておりますので、この

２カ月間、何とか頑張りたいというふうに考えております。 

 一方では、今年４月にグリーン物流の促進補助制度というのを立ち上げまして、これは、

例えば遠いところの距離、名古屋港とか、そういうところに持っていった貨物を四日市港

のような近いところに転換していただく、二酸化炭素を少しでも少なくしていただくよう

な方々に対してインセンティブを設けるという補助制度なんですけれども、これは我々が

思っていた以上に反響がございまして、多くの企業の方々からこの制度に賛同していただ

くようなことがありました。やっぱり環境というのは物流面においても大切にしていかな

くてはいけないのではないかというのを改めて思ってきたところでございます。また、霞

のコンビナートの企業様たちとも、いろいろ環境の活動なんかもやっていて、環境だけで

はなく、これを何とか物流面のほうにも結びつけていくような、そんなようなことをして

いきたいと、これからも考えております。 

 本日は、ほんとうに大事な時期にかかっておりますので、どうぞ何とぞよろしくご議論

のほどお願い申し上げます。 

【事務局】  どうもありがとうございました。 

 次に、委員の皆様方をご紹介申し上げます。ただいまごらんいただいております次第の

ところを１枚めくっていただきますと、委員名簿をつけさせていただいております。順不

同でご用意させていただいておりますが、恐縮でございます。本名簿に沿いましてご紹介

申し上げます。 

 岡山大学准教授で部会長を務めていただいております津守部会長でございます。 

【部会長】  よろしくお願いします。 

【事務局】  四日市大学教授、ＮＰＯ法人市民社会研究所の代表理事でございます松井

委員でございます。 

【委員】  よろしくお願いします。 

【事務局】  四日市港運協会会長、小林委員でございますが、本日は代理で坂上様にお

いでいただいております。 

【委員】  坂上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局】  続きまして、四日市商工会議所専務理事でございます奈須委員でございま
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す。 

【委員】  どうも、おくれまして済みません、奈須でございます。 

【事務局】  コミレスネットこらぼ屋代表の海山委員でございます。 

【委員】  よろしくお願いいたします。 

【事務局】  四日市市経営企画部部長、武内委員ですが、本日は代理で吉田様においで

いただいております。 

【委員】  吉田でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  三重県政策部交通・資源政策監、辻委員でございます。 

【委員】  よろしくお願いします。 

【事務局】  川越町企画情報課長、城田委員でございます。 

【委員】  城田でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  では、引き続きまして、本部会の部会長でございます津守部会長よりごあ

いさつをいただきたいと思います。津守部会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  別にあいさつというほどのことはないんですけれども、パブリックコメン

トを受けた形で手を入れた資料と前回の委員会で出たご意見をまた勘案して修正した資料

に今日はなっているということなんですけれども、ただ、前回出たコメントや今回のパブ

リックコメントで出ている意見なんかをどれぐらい反映できるのかということが今日の委

員会でやらなきゃいけないところでしょうから、その点をぜひお考えいただいて忌憚のな

い意見をいただきたいんですけれども、特にどういう点かといいますと、１つは、わくわ

くどきどきというのがこの前出ていましたけど、四日市港の役割は何なのという、その辺

をもう少し明確にするということからこうすべきじゃないかというご意見をいただきたい

という点ですね。 

 それと同時に、何でそんなことを考えないかんのかというと、今までみたいに、港があ

ったら荷物が来るという、そういうご時世ではなくて、ほっぽらかしておったら荷物が来

んようになるかもしれんという、そういう時代ですので、つまり、そういう危機意識を反

映させた形の内容にはならないかんだろうということですね。とりわけ、前回も多少言い

ましたけれども、言わなかったかもしれませんけど、成長する地域がユーラシア大陸のほ

うにどんどん移っていっておると。日本にとっては西側にあるわけですね。従来はアメリ

カとひっつく形で日本は発展してきたので、東側の港というのはそれだけ有利だったわけ

ですけれども、今後は西側の港が地理的には有利になるという状況になってきているとい
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う中で、四日市港は東側にありますから、そういう発展するユーラシアとどうつながって

いくのかということを考えた上でこうすべきじゃないかという、その点の話をいただける

とありがたいということです。 

 と同時に、そういう危機意識とそれをベースにした形でこういう役割を持つべきだとい

うお話をさらに進めて、じゃ、それを具体化するためにはどういう仕組みが必要で、どう

いう施設が必要で、それを動かすどういう人材が必要なのかという話になってきます。そ

の点についても、つまり、具体的に、仕組みと施設とそれの担い手という、そこについて

もコメントをいただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【事務局】  どうもありがとうございました。 

 では、以降の議事進行につきましては、部会長にお願いしたいと思います。では、部会

長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  それでは、今から事務局のほうから資料の説明をお願いしてもらいますけ

れども、今日、資料が２つありますので、資料のナンバー１の長期構想の第二次案とナン

バー２の港湾計画の方向性と２つありますので、まず第二次案のほうの説明からよろしく

お願いいたします。 

【事務局】 

 第二次案に入ります前に、恐れ入ります、お手元の参考資料をちょっとお開きいただき

たいと思います。第３回部会参考資料の１と参考資料の２でございます。ここで、資料の

検討の経緯と今後の予定を、冒頭、ごく簡単に振り返らせていただきます。ご説明させて

いただきます。 

 参考資料の１でございますけれども、「資料検討の経緯と今後の予定」でございます。

真ん中のあたり、長期構想の第一次案から第二次案に向けてのフローのところをごらんく

ださい。 

 左のほうの第一次案につきましては、７月の第２回委員会でご意見をちょうだいしまし

て、その後８月１１日から１カ月間パブリックコメントを行い、また、説明会というもの

も開催いたしまして、パブリックコメントのご意見を含めまして検討を行いまして、本日

の第二次案のご提案をさせていただきます。なお、一次案と二次案の目次、黄色い囲みの

中を少し見比べていただきますと構成が若干変わってございますが、これは、将来像を導

き出すプロセスがわかりにくいとの前回第２回委員会でのご指摘もございましたので、修
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正をかけさせていただきました。今回はまず、この四日市港長期構想（第二次案）をもと

にご意見をいただきたいと思います。 

 また、長期構想は平成４０年代前半を想定したものですけれども、平成３０年代前半を

目標とした港湾計画を策定するためには、フローの下のほうにも書いてございますけれど

も、長期構想の中からおおむね１０年間で対応すべき内容を抽出する必要がございまして、

今回は港湾計画をこの長期構想からどのように抽出するのかといったところもご検討、ご

意見をいただきたいと思います。 

 これらのご意見と、先週みなと環境部会が開催されてございますけれども、その中でご

ちょうだいいたしましたご意見を踏まえまして、第二次案と港湾計画の方向性案を修正い

たしまして、１１月の下旬ごろに第２回目のパブリックコメントを行いたいと思っており

ます。その後、委員会等に関して、上段のほうの委員会のスケジュールのところにもあり

ますように、第２回目のパブコメの後に、来年の１月に第４回の部会、２月に幹事会を経

て、さらに２月に第３回の委員会といたしたいと思います。その第３回の委員会で、長期

構想の最終案、あと、港湾計画の素案をお示ししたいと思います。 

 次に、参考資料２をごらんください。 

 これは「長期構想（第二次案）部会資料の作成にあたって」というものでございますが、

１、前回の長期構想検討委員会で委員の皆様からごちょうだいした意見、簡単に書いてご

ざいますけれども、それと、２なんですけれども、「長期構想（第一次案）に対するパブ

リックコメントで寄せられたご意見」ということで、１６件のご意見をちょうだいいたし

ておりますが、その裏、２ページ目以降にその１６件を記載させていただいております。 

 以上、参考資料１、２について冒頭説明をさせていただきました。 

 続きまして、第二次案につきましてご説明をさせていただきます。 

【事務局】 それでは、資料の１、四日市港長期構想（第二次案）のほうの説明に入らせ

ていただきます。 

 まず、めくっていただきまして目次です。こちらは、先ほどの説明にもございましたけ

れども、目次の構成を変えております。四日市港に対する要請、この目次で見ますと３―

１に配置しておりますけれども、これが第一次案では現状と課題認識の前に来ておりまし

た。これが、第二次案では、課題認識、２―７、四日市港の課題といったものの後に配置

しております。こうしたことにより、現状と課題から導き出される今後の要請という位置

づけがより明確になったのではないかというふうに考えております。目次のほう、構成は
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変えておりますけれども、中身についての変更はございません。 

 続きまして、資料のほう、中身のほうですけれども、第一次案から変更のあった点を中

心に説明させていただきたいと思います。 

 まず、７ページをごらんください。 

 ここは、１―３、「中部圏及び四日市港背後圏の情勢変化」というところです。新たに

黄色で塗ってあるところが今回追加したところ、変更したところという形になっておりま

す。四日市港を経由する貨物の流動範囲といったものを追加しております。図１．９の海

上移出入貨物分布図、これもあわせて追加をしておるということです。これは、四日市港

の背後圏を考える中で、利用優位圏として、これまで、下に示している図１．１０、こち

らを示しておりましたけれども、四日市港を経由する貨物は全国へ運ばれており、より広

域的な視点から四日市港の重要性を示す資料として整理できたのではないかというふうに

考えております。 

 続きまして、９ページをお開きください。「伊勢湾再生の動き」というところです。パ

ブリックコメントで環境に関する意見を非常に多くいただきました。このため、この長期

構想二次案のほうでは環境に関する取り組みというのを再考しておりますけれども、こう

いったところを踏まえまして、背後圏の情勢変化ということで、伊勢湾再生推進会議の内

容を整理したということでございます。この資料にも示しておりますが、伊勢湾再生につ

いては、国、伊勢湾を流域とする県、市、町など、伊勢湾再生の総合的な施策として伊勢

湾再生行動計画を策定して、上流から伊勢湾までの全体の取り組みということで、各関係

機関が連携して豊かな伊勢湾の再生に取り組んでいるというところでございます。 

 続きまして、１１ページからが「四日市港の現状と課題」というところの中の１３ペー

ジ、２―５、「四日市港の環境」というところです。これは、第一次案でも「四日市港の

環境」という項目はございましたが、パブリックコメントでいただいた意見ということで、

四日市港の将来を考えるには、四日市港の場合、過去の歴史、つまり公害に関すること、

こういったことは欠かせないのではないかというご意見をいただいております。こういっ

た意見を踏まえて、公害の歴史、行政の対応、それと公害問題の教訓、環境問題の変遷、

こういったことに関して整理をして追加したというところでございます。これが１３ペー

ジから１４ページにかけての黄色のところでございます。 

 続きまして、２３ページまで飛んでいただきます。こちらは黄色では塗ってはございま

せんけれども、「四日市港の将来方向」ということで、第一次案では第２章で整理をして
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おったところですが、こちらでは第３章で現状を整理した上で、将来方向ということで１

７個の要請を整理させていただいたところです。 

 続きまして、２４ページ、「３つの方向」という図がございます。図３．１。第一次案

では３つの方向を示す輪がそれぞれ独立した輪であったわけですけれども、これも第２回

の委員会で、この３つの方向というのは互いに関連した内容を有しているということで、

輪を少し重複させたほうがよりイメージが適切ではないかという、そういったご意見を踏

まえて修正したものでございます。 

 続きまして、２５ページ、「四日市港の将来像」、その中の４―１、「四日市港の将来像

と実現したい姿」ということです。これは文章を改めております。３つの将来像を考える

上で、環境の視点というのと四日市港の強みの視点を追加したということで、少し文章を

修正させていただいております。 

 さらに、２６ページから２８ページにかけて、将来別に、なかなか将来像のイメージが

わかないというところもございましたので、将来像の実現イメージというものを追加して

おります。その後に、２９ページからがそれぞれの取り組みという形で、少し資料を整理

し直しております。 

 まず、この部会で議論いただきます将来像の１と将来像の２、２６ページ、２７ページ

ですけれども、これについて順に説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、将来像１の具体的なイメージということで、将来像１、背後圏産業の発展を支え

る四日市港。その中で、具体的に実現したい四日市港の姿として描いたのは３点ほどござ

います。 

 まず１点目が、「中部圏における国際ゲートウェイとしての役割を果たす四日市港」。こ

の具体的な姿として、「伊勢湾スーパー中枢港湾の一翼を担う国際貿易港」、こういう姿を

描いております。これは、この下に書いてございますけれども、四日市港と名古屋港が綿

密な連携のもと、スーパー中枢港湾として機能しているという、そういう姿を描いており

ます。 

 ２点目が、「多くの荷主企業から頼りにされ、信頼されている四日市港」と。これの具

体的なイメージとしては２点ほど描いております。１点目、上の星印ですけど、「背後圏

産業を支える総合港湾」、２点目が、下のほう、「低炭素社会を支える港湾」という形にな

っております。 

 まず、１点目の「背後圏産業を支える総合港湾」ということですけれども、四日市港の
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臨海部には、エネルギー産業、素材・部材産業が立地しております。さらに、少し離れた

ところ、背後には、部材・部品、加工組み立て産業、こういった多くの産業が立地してい

る。こういった産業の物流拠点として多くの企業から頼りにされ、また、それら産業に大

きく貢献している、そういう姿を描いている。これが１点目の姿です。 

 ２点目が「低炭素社会を支える港湾」ということで、これは、環境に優しい内航海運と

か鉄道輸送、こういったものと四日市港との連携が充実しているという姿を描いておりま

す。四日市港を利用することで産業物流に関するＣＯ２の削減に効果があるという評価を

多くの企業から得られている、そういう状態になっていると実現イメージを描いておりま

す。 

 ３点目が、「どんな時でも物流機能が確実に確保される安全・安心な四日市港」という

姿を描いております。これは、施設の維持管理、あるいはテロの未然防止などの保安対策、

それとか大規模地震などのときでも物流機能がきちっと確保される、そういう災害とかそ

ういった安全・安心に強いという港ということを描いております。 

 続きまして、２７ページが将来像の２、都市・住民とともにある四日市港ということで

す。 

 この中で実現したい四日市港の姿ということで、１点目が「住民の暮らしを守ってくれ

る、頼もしい四日市港」ということで、実現イメージを３点ほど描いております。 

 １点目が自然災害ということです。これは、海岸保全施設、堤防とか防潮堤、そういっ

た海岸保全施設の整備や、あるいは防災対策の徹底ということで、地震・津波・高潮など

の自然災害からきちっと人々の暮らしを守っている、安全な暮らしを守っているというこ

とを描いております。２点目が災害時の救援、復興の拠点となる港湾ということです。こ

れは、先ほどの安全・安心のところと少しダブるんですけれども、大規模災害時にも港湾

機能がきちっと確保され、また、災害復興活動の拠点として機能できている、そういう状

態を示しております。３点目が人々が安心して立ち寄れるということで、特に港の中での

テロとか防犯対策、こういったものが充実していて、人々が安心して立ち寄れる、そうい

う港になっているというのを描いております。 

 次、２番目の姿が、「人々が憩い、楽しむことができる四日市港、そして独特のみなと

文化が形成されている四日市港」ということです。ここでは、四日市港にある自然とか、

あとは歴史遺産あるいは港湾景観、こういったものに人々が憩いや潤いを求め、いろいろ

な、またイベントとかそういったものが四日市港で開催されている、そういうことで人々
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が四日市港に集まり、そこでは独特の文化が醸成され、四日市港の魅力が一層深まる、そ

ういう姿を描いております。結果、四日市港は人々の誇りとなっている、そういう姿を描

いている。 

 ３点目が、「都市と共に活性化し、住民が元気になる四日市港」ということで、港の中

でいろんな方の参画と協働により広く市民活動が展開されている、また、まちづくりと連

携しながら港づくりというのが活発に検討、取り組まれている、そういう状態を描いてお

ります。 

 続きまして、２９ページからが「四日市港の取組」ということです。 

 まず、３０ページ、ここでも黄色で変わったところが書いてあります。 

 まず、「スーパー中枢港湾としての機能の充実・強化」というところです。 

 パブリックコメントですけれども、コンテナ貨物の増大やコンテナ船の大型化に対する

対応が必要であるとか、そのためには霞北埠頭に８１号、８２号岸壁の整備が必要である

という意見をいただいております。こういった意見を踏まえて、第一次案では１点目と２

点目の取り組みを一くくりに扱っていましたけれども、第二次案で、１点目が霞ヶ浦北埠

頭において次世代高規格コンテナターミナルの整備ということ、そして、２点目がターミ

ナルの高度化・高速化という２点に区分をしております。 

 それと、３つ目のぽつですけれども、パブリックコメントでいただいた意見としまして、

アクセス道路の渋滞解消などが必要である、そういった意見をいただいております。こう

いったところを踏まえて、背後道路網に関する取り組みの表現を少し修正したというとこ

ろでございます。 

 それと、最後、５点目のぽつですけれども、こちらも、一開港化については第２回委員

会でもこれに取り組んではどうかというような意見をいただいておりました。また、パブ

リックコメントでも、港湾の活性化に寄与する可能性があることから名古屋港との一体化

を目指すことを明記すべきである、こういった意見をいただいております。このような意

見を踏まえて、５点目の取り組みを新規に追加させていただきました。「伊勢湾における

スーパー中枢港湾が、中部圏ものづくり産業を支える物流拠点として確実に機能するため

には、名古屋港や中部国際空港との連携をこれまで以上に進めるとともに、寄港コストの

縮減や手続きの簡素化につながる『一開港化』の早期実現に努めます。」と。また、四日

市港と名古屋港との一港化については関係機関と十分連携・協議しながら議論していくと

いうふうにしております。 
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 続きまして、３２ページ、バルク貨物とエネルギー供給への対応というところでござい

ます。この中でも、第一次案では既存施設の改良を図るという形にしておったんですけれ

ども、パブリックコメントの意見を踏まえて、具体的な港湾施設ということで、「岸壁、

荷捌き地、上屋などの」というところを追加させていただいております。 

 続きまして、３４ページでございます。これもパブリックコメントでいただいた意見で

すけれども、石原地区の土地利用に関して、石原地区がしゅんせつ土砂の埋立区域と産業

廃棄物等の最終処分場に分かれているというのが現状なんですけれども、これがこの長期

構想の中で明確に示されていないというご意見をいただきましたので、そこを明確にして

おります。 

 続きまして、３５ページです。３５ページも、パブリックコメントでは、老朽化が進む

岸壁、荷さばき地、上屋、荷役機械、そういったものの保守、改修を定期的に進めるべき

であるとか、港湾労働者の安全確保のためにも上屋などの港湾施設の耐震化を進めるべき

である、こういった意見をいただいております。このような意見を踏まえて、取り組みの

ほうを少し修正しております。 

 続きまして、３７ページ、「船舶航行安全の確保」というところでございます。これも

パブリックコメントの意見を踏まえて取り組みを見直しております。この３７ページにあ

る４点に整理をし直しております。１点目が船舶の大型化に対応した水域施設などの適切

な整備とより安全で効率的な港内航行安全に向けた措置の実践に努めるということ。２点

目が航路などの水深の維持・確保、漂流物の除去。３点目は変わりございません。４点目

が船舶に対する適切な情報提供に関する取り組み。そういったところに整理をし直したと

いうところでございます。 

 続きまして、２点目の将来像。将来像２のほうのところです。 

 ４０ページ、「暮らしの安全・安心を守る港づくり」というところですけれども、これ

もパブリックコメントで、東海・東南海地震、あるいは津波、大型台風等の大規模災害に

関する記述がないというような意見をいただいております。そういったところに対応して

具体的に書いております。それと、コンビナート災害に関しても、四日市港の場合、記述

すべきではないかということを、パブリックコメントで意見をいただいております。した

がいまして、５点目の「コンビナート企業及び関係機関と連携し、コンビナート災害を未

然に防止するとともに、災害発生時にも迅速に対応できるように体制を整える。」という

取り組みを新たに追加させていただきました。 
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 続きまして、４２ページをごらんください。親しまれる港づくりに関する取り組みです

けれども、これもパブリックコメントで、既存緑地の高質化の取り組みとして、ウオーキ

ングコースやサイクリングコースの整備をしてはどうかという意見をいただいております。

こういった意見を踏まえまして、少し例示として追加をさせていただきました。 

 続きまして、４３ページ、「取組（案）２―②」のところです。これもパブリックコメ

ントの意見を受けてのことですけれども、親しまれる港づくりに向けて、客船が優先的に

利用できるバースの整備、あるいは、四日市地区における遊覧船や運河地区におけるゴン

ドラなど、港らしさを感じることのできる観光振興策の促進、こういったパブリックコメ

ントの意見がありました。こういったところを踏まえて、４点目の「船舶を活用した港ら

しさを感じる観光振興策を企業や関係機関等と連携して取り組む。」というものを追加さ

せていただいております。 

 続きまして、４５ページからは環境に関する取り組みでございます。５１ページからが

空間利用ゾーニングという形で、物流機能は５２ページから、こちらについては変更はご

ざいません。５４ページ、５５ページ、産業機能、こちらについては、石原地区の土地利

用に関することで、区域を明確にしたということでございます。５６、５７ページ、交流

機能については変更はございません。 

 ５８、５９ページが環境機能でございます。こちらについては、パブリックコメントで

多くの意見をいただいておりまして、変更点も多くございます。第一次案と比べますと、

水域での浅場や藻場の造成といったものを盛り込んだり、鳥が飛来する緑地というものを

イメージしておったり、より環境に配慮した考え方という形にさせていただいております。 

 こういったものをあわせまして、６０ページの１枚のゾーニング図という形で、４つの

機能を重ね合わせて作成したものが６０ページのゾーニング図という形になります。 

 最後ですけれども、６１ページ、「将来像の実現に向けて」というところを追加してお

ります。これまで整理させていただいた取り組みというのは、四日市港管理組合の管轄す

る空間を超えた幅広い取り組みであり、また、その取り組みも、短期的な対応が必要なも

のから長期的に対応すべきもの、あるいは現時点では具体性が見えないものと、非常に幅

広く含まれております。四日市港長期構想で目指す３つの将来像というのを実現するため

には、これまで整理した取り組みに加えて、ここにある３つの取り組み、１点目が連携と

協働の仕組みづくり、そして、２点目が将来像の実現に向けた体制づくり、そして、３点

目が多くの人の理解に基づく港づくり、こういう３つの取り組みもあわせて必要ではない
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かということで、最後にこの６１ページの「将来像の実現に向けて」というところを追加

させていただいたところです。 

 以上、簡単ではございますが、第二次案における修正箇所の説明を終わらせていただき

ます。 

【部会長】  どうもありがとうございます。 

 じゃ、とりあえず最初に、委員の皆さんに、一言だか二言だかわからないですけれども、

コメントを一人一人いただきたいと思います。それをいただいた上で、ちょっと論点を絞

ってまた適切な方にコメントをいただくというふうにしたいと思います。 

【委員】  パブリックコメントって随分環境にたくさん意見が出たんだなということを

まず感じました。それから、私の関心分野であります、人々が、集い、憩い楽しめる港づ

くりというところにつきましても、非常に的確なご意見が出ているかなと思いまして、今

さっきも説明がありましたように、例えば船舶の利用というふうな観光のことを書いてい

ただいていて、ちょうど私どもも今年、なやプラザという市民活動センターの指定管理を

受けている関係で、そちらの独自事業として、こちらの四日市港管理組合さんとご協力い

ただきまして、市民向けの観光コースをやってみました。３回コースでやってみるところ

でしたけれども、１回ちょっと台風が重なってしまったものですから、既に１回やって明

日２回目をやります。 

 まず、ここで言いますと４３ページのちょうど重要文化財のあたりのところも、ほとん

ど皆さん知られませんでした。四日市にこういうところがあるのかということを初めて知

ったという方ばかりで、それも、こういう四日市港が重要文化財に指定されているという

ことをそもそも知らなかったということでございました。 

 それから、明日、港を海から見るというコースをご案内していただくことになっており

ますが、これが非常に好評でして、１回目はいいからこの港だけでも参加したいという方

が多くて、ただし、これは２０人が限度ということでしたので、お断りした方もあるとい

うことでございます。ですから、船舶を利用したというのをどういうふうにするか、具体

的なことはともかくといたしまして、おそらく非常に人気があるんだろうというふうに思

います。 

 あと、観光のことにつきまして、文化だとか船舶だとかということが分断されず、もう

少し全般的に一体としてこれに取り組むべきじゃないかと思っておりますが、後からまた

コメントさせていただきたいと思います。 
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【部会長】  ありがとうございます。 

【委員】  パブリックコメントをほとんど入れていただいたということなのでございま

すが、パブリックコメントをなされた方は、業界の大ベテランの方、あるいはプロの方も

いらっしゃるでしょうし、そうではない方もいらっしゃると思います。そういう意味では、

１６のパブリックコメントを平等に、第二次案ということで入れていただきましたが、こ

れをもう少し進めるに当たっては、今後は平等から公平と、あるいは港の利用価値といい

ますか、そういうのをもう少し変わった観点から見ていく必要もあるんじゃないかという

ふうな気がいたします。 

 以上でございます。 

【委員】  パブリックコメントの内容をいろいろ見させていただいて、やはり環境のこ

とに関してのコメントが多いなという印象は受けました。ただ、参加された皆さんの顔ぶ

れというか、どういう方が参加されたのかということにもよるのかとは思いますが、でも、

やはり、環境、そのあたりでないと一般市民にとって港というものがあまり意識されてい

ないのかなという、そんな感じを受けています。やはり、どういう形で一般の人の意識の

上に港というものを上らせていくかということが、特にまちづくりに参画していただくと

いう上でもすごく重要なのかなというふうには感じています。 

 私も今、ＪＲ四日市駅周辺のいろんな活性化ということでいろいろかかわっているんで

すが、ＪＲ四日市駅と港というのは比較的距離的にも近いので、やっぱりこのあたりは一

体として考えていきたいなと思っています。今回、市政１１１周年のほうでも、ＪＲ駅周

辺でちょっとイベントを今回初めて、あの辺でやるのは初めてなんですが、やってみまし

て、ある程度の人が集まっていただきました。だから、何か一体感を持たせて港のほうに

も親しんでもらえるようなことを興していくのが重要なのかなと、そんなふうに思ってい

ますので、そのあたりのことがもう少し具体的に盛り込めるといいのかなと思います。そ

のあたりもまた、もし時間があればご検討いただければと思います。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【委員】  ３回目の部会になるわけですけれども、港の将来像を議論するときに、その

港がどのような姿になっていくかという議論をする、そのときの１つの見方として、扱っ

ている貨物の量ですとか、船の入っている量ですとか、この資料で言いますと資料１の１

２、１３ページあたりに港の港勢という形で押さえていただいておるわけですけれども、
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先ほど、管理組合さんのあいさつにもありましたように、非常に現実厳しくなってきたと

いうか、日本の経済だけじゃなく世界の経済すべてを取り巻くものが厳しくなってきて、

長期構想で議論するときの状況がどういうふうになっているかというのは、確かに需要予

測というのは難しいとは思いますけれども、今までは、１３ページにありますように、あ

る意味では四日市港もまだまだ右肩上がりで港の勢いというのがまだまだ伸びていく、そ

ういう共通認識のもとで議論なされておったと思うんですけれども、現状の経済情勢を踏

まえて、あと、残る部会の中で、非常に難しいとは思いますけれども、そこのところの物

流はどうなっているかというふうな議論をしておかないと、この部会としてはちょっと難

しいとは思いますけれども、議論が足りないんじゃないかなという気持ちがしております

ので、ひとつよろしくお願いいたします。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【委員】  私、これで３回の部会に出席させていただいて、この部会の物流・まちづく

りのテーマなんですけれども、この長期構想の中の基本理念に「地域に貢献する、なくて

はならない存在としての四日市港づくり」、港づくりということで、これについては、こ

こに書かれております、まず、港を利用してもらわなあかんのや、次に、安心して安全で

なければならない港なんや、それと、３点目に、自然と触れ合いながら、人々がどういう

ふうに集まって楽しめる港が大事なんや、そういう必要性の中で、例えば物流面での背後

圏産業の発展に貢献するまちづくり、港づくりと、それから、安心・安全については、暮

らしの安全、それから安心を守る港づくり、海上輸送の拠点、また、災害復興の支援の拠

点と、それから、自然と触れ合いにつきましては、港の文化が醸成し、人々が憩い楽しめ

る港づくり、観光振興の促進等々、これを踏まえて、最後に書いてございます、６１ペー

ジにございます将来像の実現に向けて３点、連携と協働の仕組み、それから将来像の実現

の体制づくり、多くの人の理解に基づく港づくりと、こういうことで、私、隣の川越にお

るわけでございますけれども、そういうふうなことからいって、計画のまとめ方が非常に、

初めに比べて簡潔になってきたなと。これからまだ細かいことについては詰めてもらわん

ならんこともありますけれども、私は、これでいいかなと、かように思っておりますので

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【委員】  私は環境のほうも出させていただいておりまして、そのときにもちょっと触
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れさせていただいたんですが、今、委員が言われるように、前回と比べて、委員会である

とか、パブリックコメント、ここでの意見を十分反映されて構成されて、非常にわかりや

すくというか、具体的なイメージがつかめるようになったなということで思っております。 

 やはり、当然港というのは、先ほども出たように物流が中心ではあると思いますけれど

も、やはり１つ、その地域というか、住民側から考えれば当然、先ほども出ましたように、

知らない方、あるいは、近づけないということではないんですが、やはりまだまだ十分に

認知されていないというところもありますし、そういう意味では、どういう形で近づけら

れるというか、近い形のものがつくれるか、それは、環境であったり、自然であったり、

交流であったり、あるいは場合によっては物流そのものであったりするのかもわかりませ

んが、そういうところも重要かなということで思っております。 

 それから、これは長期構想の基本的な方向性ということですが、具体的にはまだ、先ほ

ども触れていただいたような港湾計画改訂というところ、あるいはそれにはのっからない

ような施策もあると思いますけれども、そういうものが見えてくるとさらに具体的なイメ

ージ、方向性がはっきりしてくるのかなというふうな感想を持っております。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【委員】  私は初めてこの委員会に参加させていただきます。よろしくお願いします。 

 この港を利用する事業者としての視点からいろいろ私のところなりに意見をまとめて、

実は去る９月に、四日市港の港湾計画改訂に関する意見提案書ということで、産業界とし

てこの港をどうしてほしいかという視点で意見をまとめて、既に管理組合さんには提案し

ておりますが、どうしても事業というふうから見ますと、この四日市港が今後さらに国際

競争力を備えた利用しやすい港として整備していただきたいと、こういうふうに尽きるわ

けですが、私のほうでは、産業界ということでございますので、例えば二、三申し上げま

すと、千歳地区の整備でありますとか、あるいは霞地区についての整備、これも多々あり

ますが、詳しいことは省略しますが、それから、これまでの長期の構想の中でもまだまだ

実施されていない整備、未整備計画といいますか、そういった形の整備促進とか、そうい

った形のことを提案してまいりました。 

 そして、集約的には、特に今後の四日市港については、まずやはり環境問題への取り組

みということでございますが、私のところのほうの環境問題については多少視点が違うか

もしれません。今後の四日市港の強みとして環境への取り組みを積極的に推進するため、
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アクセス道路の渋滞解消とか、モーダルシフトへの支援、あるいは静脈物流の促進などの

環境に配慮した、そういう整備計画ということで、いわゆる自然環境とは若干違うような

形の提案かもしれません。そういった環境問題の取り組みと、それから、やはり港という

のはどうしてもハードを中心にとらえていかざるを得ないところがありまして、財政の厳

しい状況でありますけれども、これまでも営々と築かれてきたこの力を、さらに港湾の施

設整備、あるいは機能改善に取り組んでいただきたいと思っていますし、それから、これ

も既にもう言い古した言葉で、なかなかこれがどの程度実現されているか評価しづらいと

ころがあるんですが、いわゆる市民に親しまれるべき港づくりの取り組みという視点にお

いて、いろいろ行政区の縄張りあるいは制約があろうかと思いますけれども、この辺のと

ころが断片的にしか見えていないところがありまして、今後この３点目の市民に親しまれ

る港づくりの取り組みについても、どうしたらいいかという具体的な提案をしていただく

といいなと思っております。 

 それから、もう一つ、いわゆる分区規制といいますか、そういった形のいろんな規制の

見直しも、この時代、非常に変化の激しい時代になっておりますので、前からやっておる

古いルールをいつまでも引きずるのではなく、ある程度このまちの姿に合った形で、古い

規制があれば見直していただく、そういった形も長期構想の中にはやはり入れていただけ

ればと。 

 幾つか申し上げましたけど、そんなことを感じております。以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 今、１周したわけですけれども、今１周した中で、何か事務局のほうで、いや、それは

こうやでとかなんとか、そういうのがありましたらどうぞ。 

 それでは、物流とまちづくりの２つの柱がこの部会にはあるわけでして、それぞれに簡

単にまた皆さんにコメントしていただいて、最後にその２つをどうすり合わせるのかとい

うことを考えていただくということになると思います。 

 まず、物流のほうなんですけれども、四日市港はこういう機能を持つべきだということ

に関してどうお考えなのか、それを持たせるためにはどういう施設と仕組みと人材が必要

なのかという点について少しお話しいただけませんでしょうか。 

【委員】  四日市港、私が知るのは４０年前からでございますが、４０年前からずっと

見てまいりますと、過去、現在、未来と考えるのが従来の手法でいくと正しいのかなとい

う気がいたします。経験的に言いますと、千歳から霞へシフトしつつあるわけでございま
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す。これは当然、千歳地区、従来の四日市港でございますけれども、非常に現在の物流を

こなすためのハードが不足をしておるということで、これは随分以前に霞のほうに機能を

移転、集約してきていただいております。現状の取り扱いをこなすには、ようやく現状の

中でよりベターなものを管理組合さんあるいは我々業界のほうでつくらせていただいて進

めておるわけでございますけれども、今後、四日市港が伸びていくには、工業港としての

港、それから商業港としての港、工業港と申しますと、燃料、原料の受け入れ等々がござ

います。それから、商業港としての機能の最重要なところはコンテナ化だと思われます。 

 そのコンテナ化に向かって、今、小林部長のほうからいろいろご説明がございました。

Ｖ９は達成しましたが、Ｖ１０は非常に厳しいというご意見もございました。これは単年

度を考えるとそうではございますが、やはりヒンターランドには、少し古い資料でござい

ますけれども８０万ＴＥＵのものがあるんだと。ましてや、滋賀県は潜在的な成長力から

いけば全国ナンバーワンだというふうなことも言われましております。まだまだコンテナ

貨物が増えていくと。今、私どもが名古屋港へお預けをしてある貨物を四日市港に返して

いただく、四日市港で取り組んでいくということでございます。これは、スーパー中枢港

湾の１,０００メーターの連続するバースということを考えますと、８１番、８２番、特

に８１番の早期着手を願うところでございます。 

 それから、最近の内航コンテナ、これが非常に増えてきております。いろいろ石油化学

業界が考案された特殊コンテナを使われまして、いわゆる２５キロ帯からバルクコンテナ

化、これはもう全国的に石化メーカーさんが試行されておりますけれども、その中心にな

るのが四日市港でございます。現に四日市港では、そのコンテナが半年ごとに幾何級数的

とは言いませんけれども、かなり増えてきておる。これは今後も、１０年間、あるいは１

５年間のレンジで見ると増量していく。 

 それから、一方、工業港としての機能、これは、いわゆる石炭あるいは原料塩、霞埠頭

で行っておる業務でございますけれども、この辺につきましては、四日市港の優位性、既

に名古屋港がギブアップとは言いませんけれども、四日市港の優位性を認めておる岸壁２

２番、岸壁２３番でございます。これをより強固なものにしていっていただければと思い

ます。それから、まだまだ中小の船舶で、千歳地区で受け入れております原材料もござい

ます。これも工業港としての要素もあるところでございますけれども、やはり中小の船舶

を受け入れる施設としてはまだまだ重要なところもございますし、一方、老朽化をしてい

ろんな諸施設の再整備をしていただきたいところもございますが、その辺につきましては、
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経済ベースで、やはり価値があるというものに対して整備をしていっていただきたいとい

うふうな感じがいたします。 

 大体そんなところでございますけれども。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 ちょっと確認させていただきたいんですが、霞の８１番の早期着工というのがスーパー

中枢の話で出てきていますよね。一方で、工業港としての役割というのも名古屋港との関

係では迫ってきていると。商業港としては霞も含めてコンテナ貨物がそれなりに増えてお

ると。内航も増えておるということですね。そうした中で、優先順位をつけるとしたらど

ういうふうになります。 

【委員】  優先順位というのは非常に難しゅうございまして、その点につきましては、

非常に今コメントしづらいところでございます。 

【部会長】  何でそんなことを聞いているかというと、ご理解いただけると思いますけ

れども、金もないご時世で、一遍に何もかもやるというのは無理でしょうから、一番効果

的に何をやっていくのかと。 

【委員】  ただ、今、私が先ほど申し上げましたヒンターランド、ノット・オンリー三

重県バット・オルソー近隣県、要するに港を持たれていない県の国際物流をどういうふう

に取り組んでいくかということから考えますと、やはりコンテナ貨物、いわゆる８１番の

早期着工、この辺が非常にプライオリティーが上に来るのではなかろうかというふうに考

えます。 

【部会長】  コンテナ貨物の取り扱いがやはり重要であるということですね。 

 この点について、追加するコメント、ありますか。 

【委員】  私のほうも基本的に施設整備が非常に大事だと思っています、産業界の立場

としましては。やはり、８１号岸壁も去年から私のほうを挙げて県さんのところへ陳情に

行っていますので、同じようなレベルだと思っていますので、やはりそれが一番大きいか

なと、将来計画の中でも一番位置づけが大きいかなと、８１番岸壁の整備というのは思っ

ていますので。 

【部会長】  別に水を差すつもりは全くないんですけど、先ほどもお話がありましたよ

うに、経済状況がどうなるのかという問題があって、その中でずっと右肩上がりで貨物が

伸びていくのかどうかということをまず検証しなきゃいけないという点があります。 

 同時に、おっしゃるように後背地が広いと。内陸圏があるということはあるんですけれ
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ども、同時に、例えば滋賀県というのは、名古屋も大阪も神戸もねらっているという、そ

ういう県でもありますので、私は神戸も大阪もよく行くので、滋賀県はうちの背後圏です

よと両方言いますので、そうなると何か滋賀県も大したものだなという感じもしまして、

その辺も勘案しながら整備を進めていかないと現実的ではないだろうと思いますので、需

要予測とそういう施設及び事業者の供給能力というものを、四日市一港だけではなくて、

近隣あるいは競合する港を勘案しながらカウントさせていただきたいというふうに思いま

す。そうでないと需給バランスがとれなくなることもあり得ますので。 

 それと、シー・アンド・レールの話がちょこちょこ出てきていますけれども、その点は

あまり盛り込まなくても大丈夫なんですかね。どうなんですか。 

【委員】  そこのところは、私どもは、シー・アンド・レール、類似句で、シーは入っ

ておりませんけどレール化、要するにコンテナ貨物の鉄道輸送、鉄道利用というところで

まず押さえていただいて、一緒のことですよね、コンテナ貨物をレール化、鉄道輸送する

というのとシー・アンド・レールと。ですから、ここには確かに鉄道化、鉄道利用という

ことで、もしあれでしたら組み込み、入れていただければいいと思いますけれども。 

【部会長】  何でそんなことを言っているかというと、名古屋港がやっていますわね、

トライアルで。ボストチヌイと結ぶ形でシベリア鉄道を使ってサンクトペテルブルクまで

運ぶという、そういうことをやっていますけれども、名古屋と連携しながらも競争しなき

ゃいけないという話になると、シー・アンド・レール、もともとバルクカーゴなんかでは

やられているということで、コンテナというのもありかなと。ただ、そのときにちょっと

気になるのは、どうやって接続するのかなと。その辺、どうお考えなんですかね。どうで

す、海とＪＲ駅の間をどうつなぐのか。 

【委員】  現在のＪＲの貨物は四日市の駅近くでやられておりますが、あそこから現在

の四日市港にできるだけ近いところに移設をしていただくというような案が今後。もちろ

ん、水面下ではそういうお話はいっぱいあったんでしょうし、今も当然残っておると思い

ますけれども、いろんな遊休の土地だとか、そういうところで現在の霞に近いところに。

霞の中までレールを持ってくるというのは非常に非現実的でございますから、より近くに

鉄道基地を設けていただいて霞との間でピストン輸送をするということが比較的現実的で

はないのかというふうに考えます。 

【部会長】  時間があまりなくなってきたので、物流についてほかの委員の方から、今

までの話の中で、こういった点をつけ加えてくれとかこういったところは除いてくれとか、
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何かありましたら。 

 じゃ、次、まちづくりのほうに移りたいと思いますけれども、やっぱりまちづくりのほ

うも港が認知されていないというお話の中で、どういう仕組みが必要で、それを動かすた

めの最低限の施設というのはどんなものなのかということを盛り込んでいかないかんと思

うんですね。その辺については、いかがですか。 

【委員】  私、この前の体験、自分自身も実際に港に行って思うことは、行ってみると、

四日市というのはやっぱり港でもっているというか、港が四日市の中心なんだなという感

じを受けるわけです。ところが、日常生活で全く切り離されているがために、四日市の売

りというと、何となく港というふうに頭に入ってこないというのが今の現状ではないかと

いうふうに思います。 

 ですから、例えばここに産業観光というふうに書いてありますけれども、産業観光とい

うと何も重要文化財だけではなくて、今ある産業、これまでも議論いただいていますけれ

ども、スーパー中枢港であるとか、今ここで行われている産業そのものが、もう少し市民

がせっかく行われている生のこのすばらしい資源というものが体感できるような仕組みと

いうのがやっぱり必要というふうにつくづく感じておりまして、私の大学でも港湾政策な

り港湾の関係の授業があるんですけれども、非常に人気がないというか、知らないからそ

の意味がわからないというふうに思います。 

 それは、教えている先生は当然わかっていらっしゃいますけれども、学生も行っており

ませんから、ここのポートタワーにちょっと来たりということは今年の新入生から始めた

んですけれども、そもそも足を運ぶチャンスがなくて、さっき言った文化の面はもちろん

なんですけれども、四日市、このまちを支えている産業面としての四日市港というものを

四日市市民が実感していないというところがやっぱり一番大きな課題ではないかというふ

うに思います。 

 ですから、何となく観光を今ここに書かれているのがちょっと矮小化されている感じが

して、重要文化財ですとか夜の景観とか、確かにそうなんだけれども、実は明日、私、ち

ょっと参加できないかもしれませんけれども、海から見るのも実際の産業の一端を見せて

もらいたいというふうに思っているわけで、そこを見るような、これ、施設ではなくて、

施設も必要なことがあるのかもしれませんが、せっかく先ほど、最初の説明の中で３つの

方向で重なり合いがあるということなので、その重なり合いの部分をもう少し、観光なり、

市民のアクセスなり、学習の場、子供の学習の場であれ、大人の学習の場として活用する
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ような仕掛けが要るのではないかというふうに思います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 観光というのを、ありきたりの観光じゃなくて、観光ネタというのを、もっと視野を広

く……。 

【委員】  市民は簡単にアクセスできないわけですね。産業というのは、やっぱりそれ

はお仕事だろうというふうに思うわけですから、お仕事の分野に勝手に足を運ぶ、踏み入

れることはやっぱり遠慮しますし、何となく排除されているところもありますので。やっ

ぱり安全面もありますでしょうし、企業秘密の面もありますでしょう。だから、そこのと

ころをうまく整理していただくことで、市民がもう少しアクセスするような部分というか、

もっと全体として見えるような形が必要なのではないかというふうに私は思っております。 

【部会長】  港は改正ＳＯＬＡＳ条約なんかで入れんところがいっぱいできてしまいま

したので、ますます遠くなっているかもわからないですね。 

【委員】  だから、とにかく２３号線もありまして、住民そのものが見ていると、２３

号線、ちょっと向こう住民の人たちはすごく、特に高齢者は買い物も実は行けなくて、今

日も聞いたらそこに移動販売の魚屋さんが来ているらしいですね。過疎地のような感じの

ところですね。だから、住民そのものも今度は港側に住んでいる方がこっちの港じゃない

側のほうに行きづらくなっているというふうになっていて、過疎地というか、お互いに何

か行きづらい条件になってきている。危ないですし、高齢者にしてみれば。だから、これ

が現状かなというふうに思いますので、大いに市民が、さっき言いましたように、それは

さっきの住んでいる方にしてみればそういうことなんですけれども、産業のありようを体

感できる、産業として体感できるようにしていくべきではないかというふうに思います。 

【部会長】  ありがとうございました。 

【委員】  今回、物流・まちづくり部会ということでいろいろ議論を進めているわけな

んですが、この物流ということとまちづくりということって性格的に違うんですね。その

辺の違いというのをずっと感じてはきているんですが、例えば物流とかそういう話になる

と、これは非常に、外的条件というか、そういうものが強く影響を与えてくると思うんで

すね。あるいは他港との競争みたいなこともありますし、当然、経済状況というのも非常

に構想の中で大きく左右するようなことになってくるんですが、このまちづくりというの

は、もちろんそういう条件も当然かかわってはきますが、どちらかというと内発的な要素

を形にしていけるような分野だと思うんですね。だから、そのあたりで整理していく必要
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もあるのかなというのはちょっと感じています。 

 例えば、港というのは、ずっとお話にも出ているように、千歳のほうはかなり機能が小

さくなってきて、いろんな遊休スペースみたいなものも生み出そうと思えば生み出せるの

かなという感じがしているんですね。今回、ＪＲ周辺でいろいろイベントを企画して、か

なり若い方たちがたくさんかかわっていただいたんですが、やはりそういう人たちという

のは場を求めているという部分があります。港に例えばそういうスペースがあるのであれ

ば、そこで何か自分たちの自己表現の場とか、何かやってみたいという場としての魅力と

いうのは、つくり出そうと思えばつくり出せるのかなというふうには感じているんですね。 

 ですから、特にまちづくり的な部分において、構想だけではなかなかまちづくりという

のは動き出さないので、具体的な何か、ほんとうに今すぐにできるようなことを盛り込ん

でいく、そういうことができればいいかなというのは、ずっと実は、これに参加していて、

ちょっと物流という部分とまちづくりという部分の性格の違いというのを感じていました

ので、何かそのあたりをいろいろ検討できればいいかなと思います。 

【部会長】  重なるところもあるけど、やっぱりちょっと違うところがありますね、物

流とまちづくりというと。 

 ただ、おっしゃるように、例えば、重なり合わせていこうと思うと遊休地とか、そうい

った、港というのは基本的に空間ですから、そこの中へ、余ったところとか、そういうの

を場としてどうまちづくりに活用していくのか、また、先ほど委員からお話がありました

ように、まちとどうアクセスするのか、その辺がうまいこと考えられたらええんやけどな

というふうには思うんですけどね。 

【委員】  やっぱり、２３号線、あそこでもってすごくいろんなものが切れてしまって

いるんですね。このあたりというのは、ＪＲから西側と、それから港と、そのあたりの何

かギャップみたいなものを生んでいるのかなと思うので、そのあたり。だから、やはりい

ろんなところが協力して、こちらにも協働と参画ですか、そういう意味で、何か港のこう

いった活性化というか、まちづくりでもいいんですけど、その辺の協働を推進するような

集まりみたいな、協議会でもいいんですが、そういうものを立ち上げるということも考え

てもいいのかなと思っています。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 あんまり時間がなくなってきたわけですね。 

 今の２議案について、ほかに何かご意見のある方がいらっしゃったらどうぞ。時間がな
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いといっても遠慮されなくても結構ですので。 

 では、物流のほうは、需要予測というか、今後の経済状況というのを勘案しながら、ど

ういう施設、どういう機能が求められていて、どういう施設を提供すべきなのかというこ

と及びその施設を使った形でどういう仕組みをつくるべきなのかということを、工業港と

しての性格と商業港としての性格、両方考えながら、外航だけでなく内航も含めて、また、

鉄道も含めて、もう一度、ちょっと再整理させていただきたいと思います。 

 まちづくりのほうについては、観光をもうちょっと広くとらえるということ及び港の空

間をどうまちづくりとして活用していくのか、分離している港とそれ以外の地域とをどう

つなげていくのか、そういうことを進めていく、つまりつなげていくということを進めて

いく担い手をどうやって組織として考えるのか、その辺を検討させていただきたいという

ふうに思います。 

 続きまして、次の港湾計画のほう、港湾計画の方向性、よろしくお願いします。 

【事務局】  それでは、次のテーマ、港湾計画の方向性ということで、資料のナンバー

２をご用意ください。 

 まず、１ページをお開きください。 

 長期構想検討委員会の最終目標は、長期構想の策定というのはもちろんのことですけれ

ども、港湾計画の案を作成するということが最終的な目標となっております。これまで、

第二次案もそうなんですけれども、この１ページに示す左側、２０年先を想定した長期構

想というのを検討してまいりました。これは、最終目標であるおおむね１０年先の港湾計

画を作成するための前提となる長期構想という形でこれを検討してきたということでござ

います。この長期構想の中には３つの将来像を描いた、さらに、さまざまなそれの実現に

向けた取り組みを盛り込んだということでございます。これから検討しようとしている港

湾計画というものは、港湾法に規定される法定計画ということで、おおむね１０年先の施

設計画ということで、港湾の整備とか管理運営の指針となるような、そういったものでご

ざいます。 

 したがいまして、この港湾計画というのは、これまで検討してきた長期構想の中からお

おむね１０年間で対応すべき施策とか、そういったものを、施設計画などを中心に抽出し

ていく、そういう形で作業をしていきたいと考えております。 

 その作業の方法ですけれども、次、２ページからがその内容になっております。 

 まず、港湾計画には何を定めるかということを２ページで示しております。これは港湾



 -24-

法で決められておりまして、上段の四角のほうにぽつで５点ほど、保全の方針であるとか、

貨物の取扱能力とか、あと、それに応じた水域施設とか係留施設、岸壁とか、そういった

ものの規模とか配置、さらには環境の整備、保全に関するようなもの、そういったもの、

こういったものを決めなければならないというふうに決められております。 

 そちらの港湾計画書の中身なんですけれども、それが下のほうに書かれております。第

１章から５章までの構成になっております。今回のこの部会の中では、第１章の港湾計画

の方針というところを中心にご議論をいただきたいと思います。 

 続きまして、３ページ、こちらは長期構想の第二次案から港湾計画への抽出の方法を示

しております。 

 下のほうの四角でフローが書いてありますけれども、まず、赤い①で書いたところ、四

日市港の将来方向と四日市港の将来像、これをもとに港湾計画書の港湾計画の方針の中の

四日市港への要請というところを作成していきたいと考えております。 

 さらに、長期構想第二次案の４―１と４―２、これをもとに計画の基本方針というとこ

ろをつくっていきたいというふうに考えております。 

 その下、③のところ、これにつきましては、先ほどから少し話もありましたけれども、

需要予測というのを踏まえて、具体的な港湾の能力とかそれに応じた施設の計画というも

のを今後検討していきたいというふうに考えております。 

 港湾計画というのは法定計画で書くべきことがあらかじめおおむね決められているとい

うところもございまして、港湾計画に記載することがなじまない取り組みというのも幾つ

かあると思います。そういったものについては今後の港湾運営の中で生かしていくという

ような形の整理をさせていただきたいと思います。さらに、長期構想の中で第１章、第２

章などで整理をした青い矢印のところ、こちらについては、反映できるものについては港

湾計画資料のその１という形で、計画書の本冊とは別の資料として反映されていく、そう

いう形になります。 

 続きまして、４ページ、「港湾計画の方向性」ということで、港湾計画書に記載する港

湾計画の方針ですけれども、これは、四日市港への要請というところと計画の基本方針、

その２つを書くことになっております。 

 まず、その１点目が四日市港への要請というところですけれども、４ページに説明して

います長期構想の中では１７個の要請を整理させていただきました。これは、港湾計画で

はそれぞれが、物流と交流、環境、安全と４つの機能別の要請にくくられてくるというこ
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とになります。 

 ５ページ、左側に長期構想で描いた３つの将来像を示しております。それが右のほうの

港湾計画書における四日市港への要請ということでどのように反映されていくのかという

のを示しております。まず、港湾計画書の物流機能の要請は、長期構想の中で議論した将

来像の１と将来像の３、環境のところでも環境に優しい物流というところを少し議論して

おりますので、このあたりをもとに記述していく。安全機能につきましては、将来像の１

の中の安全・安心な物流というところと、都市・住民という中の暮らしの安全、こういっ

たところ記述していく。交流については、都市・住民の中の親しまれるというところを記

述する。環境につきましては、環境に優しいということで将来像の３を中心に記述してい

く。そういう整理をしていきたいと考えています。 

 続きまして、６ページ、「計画の基本方針」ということでございます。ここでは、長期

構想における将来像と実現したい姿及び各取り組み案の中から、港湾計画の目標年次であ

るおおむね１０年後までに対応すべき内容を中心に、物流、安全、交流、環境と、４つの

機能別に抽出をしていきたいというふうに考えております。 

 抽出に当たっての考え方は、中段で「区分という」フローを示しておりますけれども、

５つに区分しております。すべてが反映できるもの、それと一部が反映できるもの、それ

と、おおむね１０年後という目標年次を考えますと港湾計画に位置づけるためにはさらな

る検討とか具体化が必要だというもの、それと、４点目が港湾計画に記載することがなじ

まないソフト面の取り組みなど、それと、四角で書いていますのが、他の法令等とか計画、

こういったもので進められるということで、港湾計画には記載されないけれども日常的に

進められていくもの、そういう５つに区分して、このうちの、すべてや一部が反映できる、

こういったものについて中心に、港湾計画の「計画の基本方針」というところを整理して

いきたいというふうに考えております。 

 この判断基準につきましては、下で米印で示しておりますけれども、既に取り組んでい

るものとか、需要や要請があり実現に向けて検討が進められているもの、あるいは今後の

港湾運営において政策的に取り組むべきもの、こういったものを中心に抽出したというふ

うに考えております。 

 続きまして、７ページからが機能別の抽出の整理をした表になっております。 

 まずは、７ページでは、物流機能について反映を検討した資料でございます。表の左側

に長期構想の第二次案の記述、そして右側に反映区分ということで記号を書いております。
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将来像の１については①、②がそれぞれ反映されてくる。３番、「どんな時でも」という

ところと、その下、黄色の「地球にやさしい四日市港」、これについてはそれぞれ安全機

能なり環境機能で記載していくという形にしていきたいと考えております。 

 続きまして、８ページが物流に関する取り組みでございます。取り組みについては、ま

ず、上から３つ目、南方向への道路を検討するというところはまだまだ具体化が必要なの

かなというふうに考えております。背後道路網の取り組みでございますけれども、これも

港湾以外の道路行政での取り組みという形になりますのでこういった表現にしております。

航路サービスの話、それと一開港化の話については記載がなじまないものという形で整理

をしております。 

 続きまして、９ページ、シー・アンド・レールに関する取り組みについては、まだまだ

具体化が必要なのかなということで、三角という形にしております。それと、中段、背後

圏産業の活性化に対する支援ということの２つ目ですけれども、石原地区の産業空間とし

ての活用も、当面は現状と同じく海面処分用地という形で活用をしていきたいと考えてい

ますので、黒い三角という形の表現をしております。以降は安全機能なりで記載をしてい

くふうに考えております。 

 こういうことを踏まえまして、１１ページ、物流機能で機能別の方針というのを作成、

これからしていくわけですけれども、その内容をイメージしたキーワードを６点ほど挙げ

ております。「次世代高規格コンテナターミナルの形成」、「臨港交通体系の充実」、「ロジ

スティクス機能の充実」、「バルク貨物輸送拠点の形成」、「港湾施設利用の集約と再編」、

そして「モーダルシフトの推進」、こういうことをキーワードにつくっていきたいという

ふうに考えております。 

 続きまして、１２ページ、安全機能でございます。こちらについては、自然災害から守

るという取り組み、これについては海岸法などで進められるということで四角の表現をし

ております。 

 １３ページがその取り組みでございます。取り組みとしては、多くが日常的に行うもの

とかその他の法律などで取り組まれるということで、港湾計画への反映というのは、港内

航行安全の確保、それと災害時における物流機能の確保、それと災害復興活動への支援、

こういったものが反映されるのではないかというふうに考えております。 

 そういったことを踏まえまして、１５ページ、安全機能で記述するキーワードというこ

とで、３点ほど、「耐震強化岸壁の確保」、「物資輸送ルートの確保」、「港内航行安全の確
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保」、こういう３点について記述をしていったらどうかということを整理しております。 

 さらに、１６ページは３つ目、交流機能でございます。都市とともに活性化し、住民が

元気になるという実現イメージは、ソフト面の対応が主ということになりますので、なじ

まないというふうな判断をさせていただきました。 

 さらに、１７ページ、取り組みのほうですけれども、港湾計画というのはハードの施設

計画が中心ということで、今回議論をした緑地の整備などというのを中心に港湾計画へは

反映されてくるという形になります。 

 そういったことを踏まえまして、最後、１８ページですけれども、キーワードとしまし

ては５点ほど、「既存緑地の質の向上と新しい緑地の整備」、「親水空間のネットワーク化」、

「ソフト面からの賑わいづくり」、「まちづくりと連携したみなとづくり」、それと「海洋

性レクリエーション需要への対応」、こういう５点でもって方針をつくっていきたいとい

うふうに考えております。 

 それと、最後、少し飛びまして２３ページから、実際の港湾計画の事例について添付を

しております。少し港湾計画書のイメージがわきづらいのではないかということで、２４

ページから、これは苫小牧港の例ですけれども、港湾計画、その一部の、最初の部分の４

ページほどを抜粋しております。 

 まず、２４ページ、２５ページでは、港湾計画の基本方針という形で、これは、港への

要請、過去からの歴史とか概要、それとこういった要請があるということを整理している。

２６ページ、２７ページが港湾計画の方針ということで、この中ではそれぞれ、物流、交

流、環境、安全と、機能別にどういったものを充実していくのか、強化していくのかとい

うことを列記していると。こういう形で、港湾計画書は最終的に取りまとめる形になると

いう形です。こちらについても議論の参考にしていただければというふうに思います。 

 以上、簡単ではございますけれども資料２の説明とさせていただきます。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 港湾計画になると長期構想と違って多少無味乾燥みたいになっちゃうもので、施設整備

の計画ですから、位置づけとしては、港湾計画というか、長期構想でこんなことをしたい

よというのを実現するためにはこんな整備が１０年間で必要ですねという、そういう理解

でいいんですよね。 

 ３ページのところの図のところにありますように、下のほうに「需要予測等」と書いて

ありますけれども、一応需要予測をするということですね。ちゃんとしましょうね。昔は
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よく、需要予測といって、背後圏をいっぱいとって、日本各港全部合わせると日本の何倍

の面積になるかわからんぐらいの需要予測をやっていましたけれども、そういうのではな

くて、シナリオをつくって、この範囲の中で、例えば何％以上とれたらこれぐらいになる

やろうとか、一番高い場合は何％とれて、一番低い場合は何％とれて、ほんなら何ＴＥＵ

ぐらいになるとか、そういうシナリオを３つか４つぐらいつくって示していただけると、

わかりやすいと思います。 

 では、この点について、また各委員からコメントをいただきたいと思います。 

【委員】  おっしゃったようにかなり無味乾燥になりますので、私の分野から言えばや

っぱりこのぐらいになるのかなという感じで読ませてもらいましたけれども、特に今、積

極的な意見はございません。 

【委員】  １点入れていただきたいところがございまして、９ページの一番上、「企業

ニーズに対応した港湾サービスの提供」というところで、「地理的特性をいかしたシー＆

レールに代表される鉄道の活用」、ここはあまりなじまないなということでございました

が、ここに、内航海運の活用や鉄道利用など、グリーン物流を促進するという、鉄道利用

というところを少し、これをぜひ入れていただきたいというふうに思います。 

【部会長】  それは実態にも即している面がありますからですね。 

【委員】  特にございません。済みません。 

【委員】  私が最初にお願いしたようなところが次回出てきそうと思っておりますので、

楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。 

【委員】  今、第二次案の長期構想を受けて、港湾計画書と、計画に移るわけなんです

けれども、今、言われたように、どのようにこれから計画をやっていくのかというのは私

も非常に楽しみやし、隣の町から見てどういう港湾計画の中でどうやって進むのかなとい

うのも興味があるところですので、次のときは期待しておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

【委員】  先ほど無味乾燥という言葉が出ましたけど、私も行政側におるもので、こう

いうキーワードを見せてもらうと逆にそちらのほうがわかりやすいかなというイメージも

持つんですが、４つの機能のキーワードを見せていただいても、私としては特段ないと。

これでいいのではないかなという感想です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【委員】  私もあまり十分今まで出ていませんので詳しくは述べにくいんですけれども、
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四日市港はスーパー中枢港湾ということで名古屋港と一体でということになっているんで

すけれども、その辺のところで、名古屋港はかなり図体が大きいわけですからなかなか一

緒にはなりにくいということで、私はやっぱり四日市港ならではの、ここにちょっとなじ

まないかもしれませんけど、四日市港はいろんな処理が早いとか、要するにスピーディー、

それから扱いやすい、使いやすい、そういうふうな視点の考え方がどこかに入っているの

かどうかあれですけれども、もう少しその辺、努力目標としてとっておくべきやないかと。 

 やはり、大きいだけがいいということやなしに、小さいけれどもいろんな面ではすぐれ

ている、使いやすい、そういった形のものは何かということで、その辺のことも今後の競

争していく中では必要であって、どういうところにそういう私が言っているのが出てくる

のか、ちょっと私も今あれなんですけど、さっきからずっとその辺を思っていたところで

すので、四日市港の優位性を伸ばしていくという、そういう意味の考え方が大事かなと思

っていますので、その辺、また何かの表現できることであればお願いしたいと思っていま

す。 

【部会長】  その点については、前の本委員会でも小さいおちょこでいいおちょこにな

ろうとか、小さくてもきらりと光るとか、そういう港になってほしいという意見は出てい

まして、最初私が申し上げましたどういう役割を果たすのというのはそういうことを意味

していますので、おっしゃるとおり、どちらかというとこれは長期構想のほうに入れる形

になりますね、港湾計画というよりも。 

 基本的に港湾計画の方向性についてはこれでいいというか、まだ方向性ですから、これ

からどういうふうにつくっていくのというのを見たいということだと思います。 

 あと、別に事務局のほうから補足説明というのはないですか。 

【事務局】  鉄道の活用に関しましては、９ページですけれども、これに関しましては、

先ほどもお話の中でありましたように、バルク貨物等につきましては既に鉄道を利用され

ておるというような地理的な特性もございますので、鉄道の活用など、グリーン物流を促

進するというような形で修正という方向で内部で検討していきたいというふうに思います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 大体意見は出尽くしたということだと思いますのでまとめに入りたいと思います。 

 今日ご意見いただいた上で、それをもとにして修正をしたものを栢原委員長のほうにも

見せに行くということになるかと思います。その上でパブリックコメントを実施するとい

うことになっています。 
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 また、今日、この委員会が終わって４時から谷岡部会長と打ち合わせをしますので、そ

れで全体の案の整理をするということになると思います。同時に、私自身も多少、ここは

こうしたほうがいいんじゃないのかなというのが幾つかありますので、その辺は事務局の

ほうに伝えさせていただいて、まだもう少し手が入るかなというふうに思っています。た

だ、これはまだ二次案であって最終案じゃないですので、とりあえず今度のパブリックコ

メントまでにどこまで修正が入るのかというのはちょっとよくわかりませんけれども、こ

れがパブリックコメント案のベースになるだろうとご理解ください。 

 そういう意味では、特に最初に申し上げましたように、発展する地域とひっつく通路と

しての結節点として港は機能しますので、発展する地域がユーラシアに広がっていってい

るとしたらそことどうつながるという仕組みをつくるのというところが何かうまいことあ

らわせないかなと。ただあらわすだけだったら机上の空論になりますので、そういうもの

をつくることを誘導するような長期構想であり、また、港湾計画にどうすれば仕上がるの

かなということをもう少し工夫させていただければと思います。そのことは同時に、おそ

らくシー・アンド・レールも含めた形でなっていくと思いますから、ＣＯ２削減等の環境

対応の物流という話にもつながっていくと思いますので、四日市港の１つの目玉になり得

るかもわからないということです。 

 物流のほうはそれでそうなんですけれども、まちづくりのほうは、先ほどからお話があ

りましたように、分離している地域をどう融合するのかという、そこについて少し知恵を

絞らせていただければというふうに思います。こちらのほうは長期構想のほうにどこまで

のせられるかわかりませんけれども、できる限りのせたいと思いますが、やはり組織的な

対応を盛り込むという形にできればというふうに思っています。 

 じゃ、何か、あと全体で事務局のほうから追加する件がありますでしょうか。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 長期構想のほうですが、何か長期構想から港湾計画という施設計画のような形、１０年

単位の施設計画みたいな形のところに行っちゃいますと、委員のほうからはがっくりした

ような感じのあれになってくるようなことだと思うんですけれども、我々、長期構想に書

かれたもの、これ、全部が自分たち管理組合のほうでやっていくというものではないんで

すけれども、でも、ここの部分で書いたものという具体的な取り組み方向とかそういうも

のについては、やっぱり政策推進プランって我々も持っていますので、そこの中にのせて

きっちりやっていきたいと思いますし、今日いただいた二次案の中で直せるのか、そこら
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辺まで時間があるのかというのもありますけれども、産業のありようを体験できるような、

そういうような本来の意味での産業観光とか、それから、まちづくりであればその協働を

推進していくようなことの立ち上げとか、そういうことをとても大事だと思いますし、特

にそういう部分というのは、この管理組合ってどっちかというと港湾管理者と言ったほう

がいいのかな、ハード面ばかり、施設面だけを、ここで言うと施設計画だけをやってきた

ようなところがありますので、そこら辺のところはきっちりやっていきたいと思っており

ます。 

 それから、施設計画につきましても、ゾーニングなんかについてもこれからもう少し、

いろいろデータとかを出してくる中で、例えば、委員のほうからありましたけれども、四

日市地区のほうというのは物流から交流のほうに移っていくんじゃないかということもご

ざいましたので、その辺も、今ゾーニングをやっているやつよりももう少し大きく交流の

ほうが出てきたりとか、そういうこともあると思いますので、そこら辺も頑張っていきた

いと思います。 

 それから、港湾計画ですが、今の港湾計画、平成７年ぐらいから、施設は書いてあるん

ですけれども全く何もしていなかったというような形のやつも結構多くの施設でございま

すので、このあたりについても、今度ほんとうに心を入れかえまして、この１０年間でき

っちりとできるようなもの、そういうものについてやっていきたいというか、そういうも

のをちゃんと書き込んでいきたいというふうな形で思っておりますので、また引き続きご

指導のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 おっしゃるとおりですね。ハードの施設をつくってもソフトの機能が上に乗っからなか

ったら遊休施設になってしまいますので、使える施設をつくるというよりも、仕組みに合

わせて必要なものを施設整備するという視点をそのまま持っていただきたいと。いいこと

をお聞きしましたので、ぜひそうしていただきたいと思います。 

 じゃ、事務局のほうにマイクをお返ししますのでよろしくお願いします。 

【事務局】  本日は長時間にわたりましてご議論いただきまして大変ありがとうござい

ました。 

 今後の進め方につきましては先ほど部会長のほうからご説明がありましたとおりでござ

いますのでそのように進めさせていただきたいというふうに思っております。なお、今後

の部会、委員会においてですが、第４回部会を１月、そして第３回委員会を２月に予定さ
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せていただきたいというふうに思っております。日程につきましては改めて調整させてい

ただきます。 

 それでは、これをもちまして、第３回四日市港長期構想検討委員会物流・まちづくり部

会を終了いたします。本日は大変皆様ありがとうございました。 

 

── 了 ── 

文責：四日市港管理組合整備課 


